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小児慢性特定疾病医療費の支給認定の取消し

児童福祉法の規定に基づき処分基準に該当する場合は、小児慢性特定疾病医療費支給認定について取り消し
を行います。

児童福祉法第19条の６
児童福祉法施行令第22条の２
児童福祉法施行規則第７条の28

健康局保健所管理課
(06-6647-0654)

同上

次に掲げる事項に該当する場合。
１．医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢
性特定疾病医療支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
２．医療費支給認定保護者が、医療費支給認定の有効期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居
住地を有するに至つたと認めるとき。
３．その他政令で定めるとき。(児童福祉法第19条の３第１項又は第19条の５第１項の規定に基づく申請に関
して、虚偽の申請をした場合)
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